
医道審議会 医師分科会 医師臨床研修部会 議事次第

平 成 23年 2月 18日 (金 )

15時 00分  ～  17時 00分
厚生労働省専用第23会議室 (19階)

○ 開 会

○ 議 事

1.平成 24年度以降の臨床研修における対応について

2.その他

○ 閉 会

髭箸  米斗

1 臨床研修に関するパブリックコメン トについて

2 今後のスケジュール (案 )について

3 基幹型臨床研修病院の施設数・研修医受入実績等について

4 臨床研修病院群の構成について

5 地域枠の状況

6 小川彰委員提出資料

参考資料

「医師法第 16条の 2第 1項 に規定する臨床研修に関する省令の施行につい

てJに関する意見の募集について (パ ブリックコメン ト資料 )



資本斗¬

臨床研修に関するパブリック碧メントについて

(概要 )

○  平成 24年度以降の臨床研修への対応に関 して「医師法第

16条の 2第 1項 に規定する臨床研修に関する省令の施行に

ついて」の一部改正案についてパブリックコメン トの手続き

を実施。

○  その結果、募集期間内に寄せられた意見は、合計 142件

(団体 8件、都道府県7件、その他 127件 )。

○  寄せ られた意見の概要 とその意見に対する考え方について

は、別添のとおり。



(男り,恭 )

臨床研修に関するパブリックコメン トの概要

意見の項目 ご意見
錢 情 1 団体 意見に対する考え方

激変緩和措置の継続について賛成する。

研修医定員が都会に有利になる激変緩和措置廃上に賛成
`

激変緩和措置は一時的に行うものであり、その役割は十分に果
たしたので、可及的速やかに廃止を行つて頂きたい.
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1現在の激変緩和措置は、大都市圏のための措置であり、地域医 |

1療の確保の趣旨とは反する。平成27年度の見直しに際 しては、 |
1地域の医療確保が図られるよう激変緩和措置の廃止など抜本的
|な 制度改正を望む。

:現状そは24年度め措置でも研修産め増加が見込あるかも確定で

'き

ず、現場は疲弊しきつており、一度崩れた地方の医療が立ち
,直るには数年かかると思われることから、募集定員の適正化は
1早急に実現すべき課題であり、激変緩和措置を延長すべきでは
|な い。

1都市部への研修医の集中が是正され、
|つ ながるよう激変緩和措置は廃上し、
|と すべきである。

設言香馬曇[胃:る
激変緩和措置については、地域医療に与える影響を勘案して
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督

和措置を継続しても都市部の都府県の募集定員は抑
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1現状においても、都道府県は、募集定員の上限を超えない範囲で、管轄する地域にお
1ける各病院の研修医の募集定員について地域の実情等を勘案して必要な調整を行うこ
とが可能です。

地方の医BT不足の解消に
地方の実情に応じた運用

‐あるが、現行制度の課題・
F・5題点等の検証を先行すべき。見直

|し にむけては検証を十分に行うとともに大学が担う役割や特
1性、各病院の研修受入機能、地域医療を支えるための自治体の
,取組等の要素を十分に考慮し、都道府県の意向を踏まえたもの
|に していただきたい。

募集定員の激変緩和措置は是非とも継続して頂きたい.ま た、 |
単年度の動向をもって決めるのではなく過去数年間の内定者の |
実績を考慮していただきたい。               1

病院の募集定員について1柄
雪R鷲奏琴曇讐ぁ響醤史帰昇孟示憲曇t眠意F回

ることが認

1激変緩和措置の廃止については、異論はありませんが、過去3
1年間に受入実績がない臨床研修病院の取扱いにつしヽては、都道
1府県における募集定員の上限を超えない範曖で地域の実情に鑑
‐み、都道府県と臨床研修病院の協議の上設定できるよう検討を
|お願いする。

1霧暦曇憂権絡繕晏8管繁壇婁おな皇I学 22議し署喬看濡li闇

1題。国として医師増員の方向に館を切り、今後は増員された医
‐師の研修を具体化する局面であるにもかかわらず、募集定員を
1抑制基調に固定化するという情勢に逆行する施策とも読み取れ
|る 。

激変緩和措置については、次回の制度見直しの際に廃止すると |    |
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意見の項目

都道府県別の募集定員の
上限について

募集定員

ご意見

1整奮需型績雇裟楚摯管芳妥霞?駐響|き百言2Ъ雲重電量8露需
|で しかなく、研修医の採用実数にはつながらない。

1都道府県別の募集定員について激変緩和措置の経続に賛成。初

1営 警筐隈馨香テ
員を制限することによつて医師の偏在が改善す

1募集定数と医学部卒業生のギャップの大きさは是正されるべき
|たが、一挙に縮めようと思えば、研修医にとつて不本意な地域
|で 研修を受ける場面ができ、初期FJI修修了後の医師の流動化が
|こ れまで以上に加速し、当初の目的と正反対の結果を招来させ
|る 。

意見に対する考え方

募集定員に関する激変緩和措置については、地域医療に与える影響を勘案して
設けられました。

現時点の試算では、激変緩和措置を継続しても都市部の都府県の募集定員は抑
制される見込みです。

また、県からのヒアリングやアンケー ト結果、大学病院の医師派遣等の状況を
踏まえると、激変緩和措置の廃止は都市部やその周辺の都府県の地域医療の確保
に与える影響が大きいと懸念されます。

: 以上のことから、平成26年度の臨床研修まで継続することとし、次回の医師臨
1床研修制度の見直し (平成26年度に実施し、平成27年度の臨床研修に適用するこ
|と を想定)の際に廃止することとしています。

| なお、地域ERI療 に混舌Lを もたらすことなく円滑に廃止できるよう、次回の制度
1見直しに向けて、地域における臨床研修病院群の形成を促進するとともに、研修
1の実施状況、地域医療の状況等を踏まえた募集定員の設定方法について検討を行
|う こととしています。
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1現状の募集定員上限の算出方法は、都市部に有利である。地方
|は都会より高齢者の割合が多く、算定に人口を用いる際は、医

1暦
1遭露墓轟お翼雷雰撃烈禽急竃魔I釜畠■庸書濃省羮蓬警菫

|さ ない。医師数も研修医教育を行う施設に勤務する医師数のみ
|を 用いるべき。

‖
|

1都道府県別の上限については、大都市から地方への研修医の誘 |

‐導を図ることに重点を置き、人E110万人当たりの医師数が全国 |

1平均を下回る医師不足県においては上限を設定しないこと。  |

:醸湯裏量察孟香「晏占覺笹モ蕊轟連機爵∵慧蜜b桑偶言重鯨菅
|

1讐竜撼L唐環ぁ星重塁警奎言憲ま憲畠撃獣撃霙21[彎縦箸と言|

1亀毅F府
県での研修を確実にするため、定員上限の枠外とされ|

1都市部の県といっても藤師1ま 不足状態であり、地域偏在もある
|の で県単位の上限を撤廃してほしい。上限を定めても研修修了
1後は都市部の病院に行つてしまうと思われる。 次回の制度見直しに向けて、研修の実施状況、地域医療の状況等を踏まえた募

一―一一集定員の設定方法について検討を行うこととしています。

|[::[「曾曇言:堡首を信言]まャ曽[お事癸5署警」「裟1    11

1季香詈曇激憾写晃祟F翼醸霞8優守極奎lTR3嚢 F婆裏雰篭 |
1員 肖1減方法では、激変緩和措置をもつてしても地方の中核病院 |
:の 定員は無くなっていく。次回の改正では、地方小都市の研修 |
1病院の定員確保について地方任せにせず、自としての方針を  |
|は っきり打ち出す事を望みます。              |

1

臨床研修病院の募集定員の上限設定は、これまでの研修医育成
実績とそのブログラム評価に基づいてなされるべきであり、医

|

師の地域偏在対策として行われるべきでない。        |

引きつづき都道府県Bllの 研修医の募集定員の上限設定を行うの
であれば、都道府県民人口当たりの動務医数が考慮されなけれ
ばならない。



意見の項日 ご意見
1個人・
1 病院

団体 意見に対する考え方

1倦墨[量曇量[Fi機言櫨[警LttiI最 ::「露漫i[i菖 |

|に おける研修環境の充実は遠ざかる。            |

1臨 床研修制度の目的は、医師の資質の向上であり、上限設定に

|よ り研修医の適正配置を目的とすることは制度の趣旨にそぐわ
|な いため募集定員の上限設定に反対である。

,マ ッチングシステムの根幹は、公共の財産てある医師の配置を
1平 均化することであり、好きな所に研修医が行くためのマッチ
|ン グがシステムの根幹ではない。

1当 該病院の過去 3年 renと されている研修医の受入実績の年数を
1長 くすることはできないか。また、募集定員の算定方法とし
|て 、研修医採用のうち、国試不合格者が算定からはずされるこ
とは総得しにくい。

募集定員

135雫僅雲縄騎薯馬勇金留県纏鶴だななを査考Fラ婆号雰ぁI
Iう に研修医に十分な教育をできるよう教育のキャバシティーか
|ら 考えて受入数を決めるような制度が必要である。

|こ の地域でなら研修 したい、さらには働きたいと思わせるよう |
な具体的な何かを人気の低い地域の方は考えないといけない。
医療を施す側、受ける側の両者のメリットが最大となるように
考えていかないといけない。

1医師過疎地域などへの医師派遣は、大学病院が極めて重要な役
1割 を担つており、大学病院の募集定員に関しては医師派遣加算
|と いう付加的な基準ではなく、市中の臨床研修病院と別の基準
|を 設けて頂きたい。

1都市圏の大学病院は、たすきがけ等の活用により自院で採用し
|

|た 研修医を近県の医療過疎地域等に派遣しており、募集定員に
|つ いては県外への研修医派遣実績も反映して頂きたい。さらに |

1募 集定員の枠組みは、県単位ではなく、厚生局単位あるいは道
州単位で検討 して頂きたい。

1地域や診療科によって医師が足りないのは研修医ではなく、研 |

1修
を終えた後の専門医である。これを踏まえ、大学にできるだ

|け 医師を集めて地方の病院に派遣する機能を再1黄 築することを
'

1前 提とした募集定員の設定方法を検討すべき。

15雷警肇電馨賛雰余纏電霜想湯?985平〒う警存彗[P罰度|

1的 に保障する仕組みとすること。

1医師派遣加算の上限は根拠がない。現状のままでは、将来の医 |

1療水準や広域の医師の循環に問題が生ずることが懸念される。 |

次回の制度見直しに向けて、研修の実施状況、地域経療の状況等を踏まえた募
集定員の設定方法について検討を行うこととしています。

1本大学では臨床経験 7年 目以llCの 医師|ま 地域の事業所で産業医
として動労者の健康管理に従事し、7年未満であれば地域の医

1療 機関に派遣 している。医師派遣等の加算について臨床経験年
1数か派遣先の要件を緩和してはしい。

1



意見の項目

指定基準

その他

ご意見

1基幹型臨床研修病院の指定基準を満たしていない臨床研修病院 |

1について、研修医の受入実績のある病院は平成24年度以降の募
|

1集 も引き続き可能となるよう再検討を要望する。       |

|「年間入院患者3.000人 以上」の指定基準は根拠が無く、むしろ
1地域の最前線で活躍している中小病院で優れた研修を受けられ
|る ようにすることが望ましいため、撤廃すべきである。

意見に対する考え方

3 平成21年 4月 に行つた臨床研修制度の見直しては、研修の質の向上を図る観点
|か ら臨床研修の実施を統括管理する基幹型臨床研修病院の基準を強化するととも

アに、研修曖の受入実績がある場合などには、指定を継続する激変緩和措置を設け
|ま したが、当該措置については、各病院が新しい基準を満たすまでの猶予期Felと

3し て、平成24年度から研修を始める研修医の募集まで継続した後、廃止すること
|と しています。

1 今後は、臨床研修の実施状況や地域医療への影響などに関して実態把握や論点

31霞
爵喜経民な事Fヽ

臨床研修病院の指定基準を含めた制度全般の見直しに向けた

|

1今後の臨床研修制度の見直しに向けた検討に当たっては、制度の運用状況として、
11研修医の基本的な診療能力や受入病院の指導体制、研修医の処遇などを評価し、検
晟寸を進めることとしております。

今後の臨床研修制度の見直しに向けた検討に当たっては、間違する医学教育の実施
状況を把IFEし た上で行うこととしております。

なお、保健所や福祉施設での研修は、現状においても「地域保健」の研修 (選択科目)

として研修ブログラムに取り入れることは可能です。

1 今後の臨床研修制度の見直しに向けた検討に当たつては、医師の進路 (診療
1科 、地域、大学病院 “市中病院、基礎医学)に与えた影響につぃても評価するこ
|と としています。

個人・
|

病院 |
団体

醍電ま零魔頸笙額野繕竃モ|こ簑昌
基準(入院数3,000人以上等)|

口見直し時までの延長を行うべ
:

|き である。

1地域医療の崩壊状況を見れば、研修のできる病院を規模のみで
,狭めることは決して許されることで1ま なく、指定要件は、あく

,専 Iを デ
達目標に照らした研修内容 t質 でこそ評価されるべき

:研修の質を議論するのであれば、中ノ
|ヽ病院のみならず、大学病

1院・大病院を含めた臨床研修病院全般について研修の自標に照
|ら して賞の評価を行うべきである。

1臨床研修制度が公正に分析・評価された上で、基幹型臨床研修
1病院の要件緩和を行い、地域に根差し、第二者機構の評価など
|も 受けた中小の臨床研修病院に広く門戸を開くべき。

大学病院など1よ 、高度先進朦療を担う診療科が充実し、より専
門的な研修が可能である。従って基幹型臨床研修病院の募集定
員は、外来、入院患者数及びベッド数を考慮することが望まし
い。一方で地方・へき地医療を担う研修病院では、今後も何ら
かの緩和措置が必要であり、指導医の質も量も担保されること
が重要と考える。

1医師臨床研修制度については、本来1ま もつと中身が論じられる
|べ きであり、研修医の身分保障の確保や将来どの専F電分野を選
1択 しても一定のプライマリ・ケアを学ぶといつた根本概念を大
|き く崩してしまつた見直じこそ反省すべき。今一度、研修シス

:テ ムと医倉T不 足を絡めて考えず、国民の立場、研修医の立場に
1立 って制度の見直しを考えてもらいたい。

1医学部教育と臨床研修の連携を促進することや、地域医療研修
|の みならず地域の保健や福祉との関わりを学び、地域に定着す
|る 一助となるよう保健所、福祉施設での研修を取り入れて頂き
|た い。

1臨床研修制度の変更後、基礎・臨床医学の研究をする人が極端
|に 減つた。研究に真剣に取り組む経験を横んだ理解の深い医師
|を 増やす工夫をしていただきたい。例えば、臨床研修に係る大
1学の役割を大きくしたり、キャリアのどこかで研究に従事し、
1成果を上げた人間を優還する仕組みを作つて頂きたい。
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資料 2

今後のスケジュール (案)について

2月 18日  ・医道審議会医師分科会医師臨床

研修部会

3月     疇都道府県説明会

・施行通知の改正等

4月 末   ・病院からのプログラム変更届出

締切

6月 末   ・新規指定申請締切

7月 ～ 9月  ・プログラムの審査、内容確認

・各病院 研修医面接

9月 15日  ・医師臨床研修マッチング

希望順位登録受付開始



資料3

基幹型臨床研修病院の施設数・研修医受入実績等について(病床規模別)

(平成22年度)

病床規模別

基幹型臨床研修病院(全体) 研修医の在籍している基幹型臨床研修病院

病務記数 募集定員 病円記数 募集定員 受入 実績

割合 割合 害1合 害1合 害1合

200床未満 75 7.100 197人 1.8% 39 4.5% 116ンヽ 1.1% 72ノk 1.0%

200床以上～300床未満 152 14.4% 503A 4.7% 103 11.9% 378ノ｀ 3.7% 241ノて 3.2%

300床以上～400床未満 286 27.000 1,255人 11.7% 218 25.300 11061人 10.5% 707人 9.4%

400床以上～500床未満 207 19.5% 1,338人 12.5% 177 20.5% 1,231人 12.1% 939人 12.5%

500床以上～600床未満 136 12.800 1,536人 14.4% 125 14.5% 1,487A 14.7% 1,089人 14.5%

600床以上 203 19.2% 5,870人 54.900 201 23.3% 5,862人 57.8% 4,458ノく 59.4%

合計 1,059 100.0% 10,699ンヽ 100.0% 863 100.0% 10,135A 100.0% 7,506ノ｀ 100.00/1

注1)平成22年度から ロ リ 子 につい ている。

(注2)研修医受入実績は平成22年度に採用した1年次生。



資料4

臨床研修病院群の構成について
(平成23年度研修実施体制 )

○ 基幹型臨床研修病院11038病院について、病院群の類型を3つに整理

1基幹型病院
1953病

院

1協力型病院

臨床研修協力施設 :

協力型臨床研修病院
とで構成

基幹型病院 26病院

協力型病院

臨床研修協力施設
とで構成

基幹型病院 59病院

1臨床研修協力施設 |

警
　
　
．Ｔ
比

警
　
　
．Ｔ
姓

ウ
　
　
丁
■I.

鐵:躙 躙 r貞

臨床研修協力施設                       ※

○臨床研修病院と共同して臨床研修を行う施設 (夕1:へき地・離島診療所、
中小病院・診療所、保健所、介護老人保健施設、社会福祉施設、
日本赤十字社血液センター、各種検診・健診の実施施設等 )

○原則として、全研修期間のうち、基幹型病院での研修は8ヶ 月以上、臨

床修協力施設での研修 |ま 3ヶ月以「Al(へき地・離島診療所は除く)。

協力型臨床研修病院、

臨床研修協力施設
とで構成
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協力施設に医療機関が含まれる。



|~~

臨床研修病院群の構成状況
(平成23年度研修実施体制 )

※ 臨床研修病院群の構成状況により分類

IA型 :基幹型+協力型十協力施設
はB型 :基幹型+協力型

C型 :基幹型+協力施設

o             20            40

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城曝

栃木県

群馬県

埼玉槃

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

二重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香サ|1県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

:輻 畿 雛 i

l議鸞,t簸
=議

難「●薔

1凛■鑢 ‐購 溝 驚

‐
菫|=驚

=1摯=:鶴
‐
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■1機

=I苺
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|お 1警畿 :篇を11酵簸亀:畿
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=|■
1撼●
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ltl=11竜

'11`11=111儀

蒻
=,|

1警鑢 華
=11お

お雛

‐
・

‐卿 ・・
‐t・

||.|■輩す||■  ||■ ‐‐

111機 :澪|:=|||■ 11■■ |■

|,||・ 1■||11議|

|■ 11■議驚FI=

11想罐 準■|

|=驚癬
=:鷺

鏃 奮
=:鑢

甕ふ鷺

1晰蝙 蝙 晰 舞 :菫鐵 鑽 :磯

1艤鰺罐 薇臨鑽 1驚
=

菫鐵鷺畿糠警1蓋1

1 蝙

二叢欝犠麟轟 麟・・ ●

■蒻機は難:タ
ー

奪1鶴警
=饉

簿1撼毅キ|1議繭|● :

■●
=:litl

■■壼|lt'・   ■| ■

||:鰺

=|■
1■||

■■絆■警奪■饉|`

.●●鱒
=

|||● 11111■ 111'||■

1‐ ■‐藤:Ⅲ  ll:苺 '|'||‐ |

議
　
■
　
一

60
(基幹型臨床研修病院数)

80            100

墾
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臨床研修病群の構成状況
(平 成23年度研修実施体制)

受

理
理
型
姉
①

騰

脇

鰹
製
型
②

隆

レ

A型とB型の計

③=① +②

受

理
製
姉
④

隆

ｐ 臨床研修病院群数

⑤=③ +④
北海道 56 5 ６‐ 5) 3 64
青森県 4 2 13
岩手県 12 12 2 12
宮城県

η
ノ

η
ノ 7 1 18

秋田県 14 14 5 14
山形県 10 10 (5) 1

福島県 15 15 4 1 16
茨城県 19 1 20 「

′ 20
栃木県 9 9 4 2
群馬県 16 16 3 16
埼玉県 34 34 5 1 35
千葉県 30 2

4
2

32 (16 5 37
東京都 85

55
89 45 8 97

神奈川県 57 24 5 62
新潟県 16 16 4 1 17
富山県 ９

一１

2 3 2 13
石川県 12 5 12
福井県 5 5 2 2 7
山梨県 ６

一
6 3 6

長野県 ２ ２

一２ ２

一一
22 3 3 25

岐阜県

静岡県 2
22 (7 22

２ ４

一５ ２一
26 (8 1 27

愛知県 1 53__Ct 5 4 57
二重県 18 18 ③ 18
滋賀県 ＝

一２３
一

一　
一

(3 1 12
京都府 23 (6 23
大阪府

マ
ノ

虔
Ｕ 2 69   (20 3 72

兵庫県 49 49   (12 2 51
奈良県 ８

一
７

一
７

一
８

8 (4) 1 9
和歌山県

「
ノ

４

一
1 8

鳥取県
島根県

7 (2 7

8 (4) 8
岡山県 15 15 (4 15
広島県

２

一
22 (4) 4 26

山口県 14 14 (3) 14
徳島県 8 8 (2) 8
香川県 (6)

愛媛 14 1 15 (4) 15
高知 8 8 (3) 8
福岡県 38 2 40   (16 4 44
佐賀県 5 5 3 5
長崎県 ‐ ６

一
９

一‐ ２

16 5

:

16
熊本県

大分県

9 3 10
12 4 12

宮崎県 6 6 2 6
鹿児島県 13 13 7 13
,中 縄県 15 15 5 15

全 国
953 26 ０

一％

３

一８

。

３‐

．

一＜

９

一％

一一　　　　　・・　・
・ヽ　　
一　　　・^
（一一´̈
、．一一一）一

９

一４

．

一　（^一一一一一一一．一））

59 1.038
91,8% 2.5% 5.7% 100.0%

:(( )は 他の都il″I県 の協力型1臨床研修病院を奮y,て構成されているものの内数
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○医師法第 16条の2第 1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について (抜粋)

(平成 22年 4月 14日 最終改正 厚生労llllll省 医政局長通知)

臨床研修病院の指定の基Цt

(1)基幹古1臨床研修病院の指定の基準

ア～チ  (略 )

ツ 協力I賀 臨財(夕|`ぢ力郡,し、|“I麟(研 |ぢ 協力方位諄比 (1埼ルt又は,Iク療所に同くる)又は大学病院

と,上 |りちして臨床 |〕
「

1ぢ を行うこと。

|ク●景機関が連|りちJ‐ ることにより、大学り,i院などの1也域の中核病|1完を中心とした111

床イツ|1膠″il先群のり1勿 ,吃 を促進づ
~る

なサル焦から、 協ノ」′i踊1床研修り

'i院

、 臨財(研修 1務 ノJ施 I没

(病院又は ,i分療ナ1「 に限る)又は大学病院 と連携 して、踊i床イ″1修をilう もυ)で ル)る こ

と。

テ 臨床研修病院群を構成する1判係施設 |‖ 川 |llで緊絆|な連‖ち体制を確保していること。

(ア)「緊密iな連|りち体制」とは、|クこ師の往来、 IIザ1(機器の共同FI川 等、言夕療及び臨床

llll修 について機能的な連|`ち が具体的に行われている状態をい うものであること。

(イ)j也城医療のシステム化を|メ |り 、臨床研修病院群における緊密な連携を1,tつため、

臨サ本研修病1完群を1称サ,∪
~る

臨ナ木

"1修

り

'i院

及び‖11床研修協力施1没 (り

'il完

又は1診り11,F

に限る)は、111-の二次医療国内又はFl一 の絡
`道

府書t内 にあることが撃ましいこ

と。

以下  (Ⅲ各)
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地域枠の状況

地域医療に従事する意欲のある学生を対象とした入学者選抜枠を設けることを推進し、

平成22年4月 現在、67大学で1,171人の「地域枠」が設定されている。

地域 を指 定 した入学者 選 抜 (地域 枠 )等の導 入 状 況

(大学 数 )

67大学

1,171人

人 員 )

1 65

1 60

８。。

６。。

４。。

２。。

０

募 集

1000

55

45

40

35

30

10

5

25 1

:7大学
714メJ

20 1

33,ヽ 1諄

403

21大学 _
173人

9大学

9年度  10年 度  1¬ 年度  ¬2年度  13年度  14年 度 15年度 16年度 17年度  18年度  ¬9年度 20年度 21年度 22年度

朽|

OL

|                 1 1 !実 施 大学数   ― 地域 枠等に係 る募集人:判
一

―

― ‐
― =      ‐

―
‐

-1____―
一

_」

-1-

平 成 22年 4月 医学 教 育課 調 べ



都道府県名 区分 大 学 名 H22入学定員
うち地域枠等
募集人昌

北海道 目 立
旭川医科大学
(うち2年次編入学 )

122人

10人

72ノ入、

5人

北海道 公 立 :学 110ノ 35メ、

青森県 国 立
弘前大学
(うち2年次編入学 )

125人 60人

5人20人

l蟻屹疇 国 立 東北大学 119ス 17人
力ヽ i 岩手医科大学 125′k 25人

秋 田 ; 国 立 秋露大学 122人 27ノ

山形県 国 立 山形大学 25人
公 立 福島県立医科大学 105人 35メ、

茨城 県 国 立 筑波大 : 110人 7人

栃木県 私 立 獨協医科大学 115人 15ノ

埼玉県 私 立 埼玉医科大学 115人 15ノ

群 馬県 国 立
群馬大学
(うち2年次編入学 )

117人 17人

15人 2人

千葉疇 5ス 15A
東 京 都 医 歯 科 大 学 00 4人

東京都 私 す 杏林 大 r 1ノ｀ 6人

東京都 本ム17 順天堂大学 9人 13人

東京都 私 立 昭和大学 0人 12人

東京都 私 立 帝東大学 2人 1ノ

東 京 都 私 立 東 医 大
`

5人 5メ

東 京 覆 私 立 東 i :慈 恵会医科大学 05A 5メ、

東京者 私 立 日 ] k学 20メ、 10メ、

け更者5 私 立 日
'

大 : 2人

奈 ;| 公 立 横 90メ、 30人
ネ申群モリ| 早大 : 2人
ネ申号奎サ| 私 立 :マ リアンナ医科 大学 5人 5人

神 奈 りll県 私 下 東 海 大 学 0人 10人

曇Ir力言彗姜 国 立 新潟大学 25メ、 15メ、

富 山県 国 立 冨山大学 0ンk 20A
75り |1鶴篭 国 立 金沢大学 7人 12人

石川県 私 立 金沢医 大 学 0ノ 10人

福井県 国 立 福井大学 5人 15メ

L梨 県 1国立 1山 梨大」 25メ、 40メ、
国 立 イ言州大 3人 13ンヽ

雌 国 立 07人 27人

静岡 ! 国 立 浜松医科大学 20人 20人

愛知 ! 国 立 名古屋大学 5人

晉燿 :

//ヽ 市 名古屋 1

「立大学 5

=薦 国 立 三 菫 大 : 125ノ｀ 35ブ

ξ6道府県空 区分 大 学 名 H22入学定員
うち地域枠等
墓隼 人昌

滋賀県 国 立
滅貨 医科 大字

(うち2年次編入学)

115人 18人

2ノk17人

京都府 公 立 京都府立医科大学 107メ、 7メ、

大阪府 公 立 「立 大 : 92人 12人

大阪∫ 私 立 大阪医科大竃 0人 10メ、

大阪F 私 立 関西医科大学 0メ、 10メ、

近畿大学 05人 10人
公 ▼ 奈良県立 医科大学 3人 20メ、

和歌山県 公 立 春口歌 山 ! :立 医科大学 00ノk
兵庫 県 国 立 神戸大 : 08ノ｀ 3ノt

1大学 0人 12人
′ヽ 島取大 : 03ノk 23ノk
′ヽ 島根大 : 0人 25メ、

岡 l■l県 国 立
岡山大学
(うち2年次編入学)

117人 15ノ｀

5人 3人

岡山県 私 立 ‖崎医 大 学 110人 20ノk
広島県 国 立 広島大学 117メ、 17人

山口県 国 立
山口大学
(うち3年次編入学)

114人
10人

31人
3人

ユ 徳 島 大 2人 17人
| 香 り!1大   [ 2人 22人

愛媛大学 2人 17ノ｀

高知 蓼 二〕 高知大学 2人 22メ

福岡県 私 立 久留米大学 5人 15メ、

福岡県 私 立 墓岡大学 0ノ 10

佐賀県 国 立 佐賀大学 06人

長崎 県 国 立 長崎大学 20ノ

熊本 県 国 立 :大学 10人

人分県 上 大分大」 0メ、 10人
宮 崎 立 0ノ｀ 20メ、

饉県島 1■ ミ学 5人 17人
:中 惑 琉球大学 12メ、 12メ、

計

67ラミ1津 7532メ、 1,171人

(うち2年次編入学) 67ンス、 17人

(うち3年次編入学 ) 10″ 3人
注1)私 立大学は入学定員ではなく、募集人員を記載。

注2)地域枠等には、地元出身者のための地域枠に加え、出身地にとらわれず将来地域医療に従
事する意志を有する者を対象とした入学枠や入試時に特別枠は設定していないが、地域医療に
資する奨学金と連動している枠数を含む。(「 00人程度」「00人以内」を含む)

注3)地域枠募集人員は、推薦入学枠の他一般入試において地域枠等を設定しているものを含
む。
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資料 6 小川彰委員提出資料

各‖;道府県
'll事

宛て

厚生労働省医政局長 (平成 22年 4月 14日 発)

医師法第 16条の 2,jl項に規定する臨床研修に1月 する省令の施行について

観点から、illll`ち して1臨床 llll修 を行 うこと。

● 地域 |ク1療 のシステノ、化を1劇 り、研修り

'i院

群における緊密な連携を|,tつ ため、構

成するり

',院

、施litは、同一の二次 |ウ:療 1巻1内 又は同 一の静;道府猟t内 にあることが

望ましい。

1`4り ′え23イ li度 臨床石サ「修 1'i「完一覧か ら

総″i院群数 ;1038

大学り

'il坑

がり:彎 幹′11      111

協ノ」ノ11に 大学病院を含1し  ヽ 293
大学り

'f院

てとのitlりちなし   631(60.81,)

|:卜               1()138

大学サ′il塊 ィ七υ)illilり ちなし    631サ

'i院

群のillll`ち 1大 7兄

餞協ノJり,i院 3どス|｀

‐
     152(71.6'お )

協ノ」り,f院′げス上     171)
(連 |りち数が多い 171)病 1先群の中に

|11-1欠療 1巻1内 、卜1-県内にない病院の現実的でない連携が多 く含まれる

1/711:北海道か ら沖沼Lのり,,院 まで含む病院群など)

||‖ 題点

|だ 政り;1長 通達に |り 1記 されている r)↓ 点が欠女11し ている病 1塊群がイリ戯行 している

総 1()38σ )り

',1塊

群 と基幹病 1塊 を分析すると

1 入学病院 とのi■ lりちがない病院祥が約 2′
.3を

ll r)る

2.:菫携状況が

`t弱

な病院 1祥 が約2/3を 占める (大学病院 と連携なし病院祥で)

3.「J一の医療圏内、都道府明t内 にあることが望ましい。ルールが無視されている



参考資料

「医師法第 16条の 2第 1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」に

関する意見の募集について

平成 23年 1月 14日

厚生労働省医政局医事課

今般、「医師法第 16条の 2第 1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について

(平成 15年 6月 12日 医政発第 0612004号厚生労働省医政局長通知 )」 の一部を改正する

予定です。

つきましては、広 く意見を募集 しますので、ご意見のある場合には、下記により提出

して下 さい。

なお、提出 していただいたご意見に対するlEIEllの 回答はいた しかねますので、その旨

ご了承願います。

1 意見募集期限

平成 23年 2月 12日 (土)必着

2 提出方法

ご意見は理由を付 して、以下に掲げるいずれかの方法で提出 して ください。

なお、提出 していただ くご意見には必ず「平成 24年度の臨床研修への対応について」

と明記 して提出 して ください。

○電子メールの場合

電子メールア ドレス :kensyubuka10mhlw.go.」 pあて

(フ アイル形式はテキス ト形式でお願いします。)

インターネッ トの場合はこちらをクリックしてください。

己”〓

ロ
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○ ファクシミリの場合

ファクシミリ番号 :03-3591-9072

厚生労働省医政局医事課 医師臨床研修推進室 あて

○郵送の場合

〒100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2

厚生労働省医政局医事課医師臨床研修推進室あて

3 ご意見の提出上の注意

ご意見は日本語に限 ります。また、個人の場合は氏名・年齢・住所・職業を、法人

(団体)の方は法人名 (団体名)・ 所在地を記載 してください。ご提出いただきました

ご意見については、氏名・連絡先 (住所・電話番号・ファクシミリ番号・電子メール

ア ドレスなど)を除き、公表させていただ くことがありますので、あらか じめご承知

置きください。

4 改正の概要

別紙のとおり。
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(別紙 )

「医師法第 16条の 2第 1項に規定する臨床研修に関する省令の

施行について」の一部改正案について

1.改正の経緯

平成 21年 4月 に行つた医師臨床研修制度の見直 しに当たっては、臨床

研修病院の募集定員及び者F道府県別の募集定員の上限に関 して、地域医

療への影響等を踏まえ、激変緩和措置を講 じ、平成 22年度の臨床研修に

適用 した。

また、平成 23年度の臨床研修の実施に当たつては、同年度の臨床研修

においては激変緩和措置を継続するとともに、平成 24年度以降の臨床研

修における取扱いについては、臨床研修の実施状況、地域医療への影響

等を踏まえて定めることとした。

今般、平成 24年度の臨床研修の実施に向けて、平成 24年度以降の激 .

変緩和措置の取扱いについて意見を募集する。

2.改正の内容

(1)臨床研修病院の募集定員について (別添医政局長通知第3の 3(1)関係)

○ 激変緩和措置 (前年度の臨床研修の内定者の実績を勘案)に
ついては、平成 26年度の臨床研修まで継続することとし、次回

の医師臨床研修制度の見直 し (平成 26年度に実施 し、平成 27

年度の臨床研修に適用することを想定)の際に併せて廃止する。

(参 考:現行の激変緩nl措「 1)

踊1床研修病院σ)募朱定ltは |`′ 成 22イ 11lt研修υ)内 ,L汁 (マ ッチわ の実績

を勘案する。(平成 23イ 113サ l木 までの1収 1及い)

(2)都道府県別の募集定員の上限について (別 添医政局長通知第3の 4関係)

○ 激変緩和措置 (各都道府県の研修医受入実績から 10%以上肖1

減 しない)については、平成 26年度の臨床研修まで継続するこ

ととし、次国の医師臨床研修制度の見直 し (平成 26年度に実施

し、平成 27年度の臨床研修に適用することを想定)の際に併せ

て廃止する。

(参 竹:現行υ)激変緩和措置)

欄;i直 府県の爆集定itυ )L tt1/m if:は 、各綸
`道

府りlt σ)研修|ク:受人実績から

10%以上削減しない。

平成 23年 3月 頃3.通知発出予定日
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l添医政局長通

医師法チ千り16条の 2第 1項に規定する臨1床研 1夕に関する省令の施行について

(平成 15年 6月 12日 医政 rこ ,;0612004号 厚生労 lllll省 医政局長通知。平成 22年 4月 14日

最終改正  |りlitす る劇
`分

を抜粋 )

l子
j2 臨床研 1ぢ省令の内容及びサ[体的な〕I用基準

5 "1岳 チ|(研 |ぢ

"ilち

tの指定のり:till:

(1)11幹型臨層1刊 ||ぢ病1境:の 1旨 定の構
'||:

|!,生 ′ソj・ 11り、:Flは、111゛型臨り|〔 耐|に li;「ちtの 1旨 定を受けようとづ
~イ

,lllJ Iち しの||||1/t占 から指

定″メロ!i占 がよ)っ た場合において、も ittlillル tが 次に|′|げ る'|'Iriに 市ヽ合 していると11は める

ときでな |り れば、 1に 中↑りil臨サ1(研 1サ l ll院 の指定をしてはならないこと。

(に FI‖各)

ス 研に17:の ら,11'Lilが 、7″ ||ぢ |ク1の 商 ||:11ソ 1の 作り点から‖

"明

であること。
「

1り「1与 |りこのり,11,i:11が 、 llll修
「

のi餞1■[1lilrFi″ ,れ ;l′ itか らiドJ Lylで ょ,,´3こ と」とは、

lllに |ツ :tノ )ウト11,i:liが以下の (フ
')だ

ltし くは (イ )ノ )放
『

1を 1召 えないか、又は iを i生 の 22に

より綸;iⅢり向
:り

ltが lJ‖ 1“ したち,11定 ttで 11,る ことt,

(ラ

′
)研 |¬ウ|(ノ ,ウト11イ fiFう イ

li′ 性社・111点 として」i li夕 ヵ),「
´
1:(ノリi昴 去 f3イ |:||||`ノ )|||に Lの :た入

1た 糸ri`ノ ,最大ll)た だし、 1111夕 功
'i院

からの
|ク1山 ||〃氏ill′千卜の 1り fホ|:右 17111′ィ:し (ウ )、 (工)

にた11,1■ |る ′J法に Iク〕サi:め 3́サ致をり‖||ト
ーヽ
する 。 ((り

')ん らヽ,Rν )ら オ1,る 放伽
11イ

F「 AJ

と |ヽる 。以下111じ。)

(´イ)当 |:亥 l li院 が口「r■
-1~る

倒
`i嗜

府りltlノ にゞ(|)る 臨り1(何卜に,iF′[及 び大イト

"i院

が命ヤ4+る

ウ;:11[与 iJ l lの 合|:卜 (当 1亥 合|||‐ 数111を 「C」 と
‐
り
｀
イ,。 |ユ |「 111じ。)が 、 (1)に 月ルli

｀
り
~る

ソ1,1亥 都 ||「 り

`|り

it σ)ら,11定 ltの l l111(111:夕 上 11(1「 14「 13Jと ―
夕ろ。以下|1可 じc)

を1″ える場合IL、 以下の「:|‐ 算式によリリ)|||し た1直 (小 数1,111ム Fの 1瑞 放4生 じ

た
''オ

|′ )li卜 1りjり 上けた111)と
‐
l‐ る。ただし、ヵヽ「,tが 4r:4す る

'「

fl:ケ i:11か 、A4f

上国つたJ場 合、Cを サ)出する際の当 |夕 l ll院 の高望する |卜 111定 tlを Aの 11と す

る。

B
A X_

C

(ウ)(ア )において加I)す る数111に ついては、Flllぢ |ケ:の 寡

'1を

行

||キ r、1に おい ご|ク :白 li派 i世 等が子ロジれている常∬功1/91り :白 li数 が

1 ヒl 、 5人 1中 l itイ )′ lチ 111を リリ||■ _、 65ノ、り|ス ll″)Jtt r)を

(||:‖各)

(||)(0に い う 1当「亥相:キ lil`|り lt υ,t,イ 11,i」 tlの 111以 1」 l,は 、 l｀人
|

した放1「 1をいう。

D + E + F

うイli度 の||ぼ li′ 忙「|(の

2()メ、1:ス llグ )Jtt r)ィr

101」 ‐
|イら

1ノ ,i「 111:式 l l 11 1,1:|||||
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D:次のDlと D2の うちの多い方の数値

Dl:全 国の研修|'1の 総数

D2:全 国の研 |サ医の総数

当該都道府りitの 人 口

全国の総人口

当該‖∫逆丼りi:内 の大学医学部の入学定jlの合計

も少 ない りitに ついて

りの

「

白li数 /J｀ 30,lt

E:10011方 km当 たりのレ:自 li数 が全国の中央 1直 より

はDに 0.1を lllじ た数
『

1と し、100平方 k nl当 た

れ詢θ))tiり 11についてはDに 0.2を」tじ た放
『

:

D ×      日

“

Iル 人口×5

当|:亥 都i瞳 チ向
:嶋

tの 人口

(中 |||`:)

22 1‖ 1カ支(、
「お 1す る「り1修 |'ヤリウソ11'Lltヴ )1調 1“

(1)||し力支liJ;|サ
'31臨

,11婦 1修ム):lttllレ )形 ,茂 を促illijち ″「も、 者|:麟
'「

Jり 1キ lt、 1=l li・ |'31111域 に1,

|ト イ)絆病1生の側1修 |り

`(ノ

)ら ,11,if1 1について、各llllFta)何 11年 |り i1/)受 人`チ

:糸」1、 1也城υ)・ ナ:1111卜 を

勘空 |ン て'/｀ 要/Fil‖‖年十行うことが ごさること。 /1/」 し、1｀人下のアたびイ 4」 満た .し なけれ

|(1な らないこ ,L。

ア lll11盗 し/「 iそ の1111illll岐
`ノ

)l lll続 iヴ ,ウ川 :定 ttの 合111^が 相:11',IIり itの ウト11,i:1lυり上1ll(ノ )『
1

(13)41イサ_/1い 市i;||‖ |り、υ)lJ‖ 11`で (|レ〔,こ `ヒ ./こたし、 ||llil1 5グ )(1)ス (f)に にっ 〔
')|||きJし /´ 1鶴ニリ|(1り 1修ムちF′1及 び人″

:11)itttυ )ウト11'ifi l1/11′ ,1:|((3)が 燿;i前府り,1の サ,11,ijl lプ ,11

11((1;)υ :)|「14」で1,こ
~Cい

るJ場 1今 |卜 、 1111タ リ)111t,i‐ liυ )「「|:|イ ポ1オ ′にいlLI川 |リッ )IJ対 1「 .itぅ

イに 上̀

イ ら,11,i」 1ン )|り |り |“ を受|夕 引‖劇末研|ぢ病μ,t及
`バ

た学力埼μl:グ ,́|`罐 ,11か ill「ヮれていイ,■ 、≒。

(2)|「1蚊 |、「|〕 ける1サ 1修 |り 1の ら,fじ H lυ ,lJ樹 111411111に F Jlう ことか 0き るよう、 者|;i11,「∫鳴tl,ヽ 、

li有ルト5″ )(l):ス に ltり ■|||.ヽ オl,′「件1)i院グリ「サ1修 |り]υ ,t'11,i「 tiに レDいて、 管1ギ l‐ り
｀
る||||´リァIIP

生九うか引 |:ヤμlサ [|サ 14■ 1け るこヒ乃氏てきること。

(:ll‖各)

(1)綸
`i苗

府り!tが ら,帳 ,に itの
`Jお

1性 を行わない場 r)、 各

"1院

の何||ぢ |夕このら

'11定

;tは llti4,5の (1)

ス (ア )又は (イ )の 数111を 1超 えないものと
~ず ｀

ること。

筆り3  1も !力iの 11支 1救 い

1 llll旨

|ク 1自「臨,オ(011り 制ナせの111施 に |｀ ltい 、 |ズ療機 1別 にlい いて|'1白 liυ )確 |,tが |イ 難ヾ ヒなる H11歳
1′ |:

ノr lf、 地力支|夕 tリイ(に
'ブ
オる II夕 1攣 を懸念する指 |1洵 がル,ろ 二 l「 力ご,、

l`i`)r/91111は
臨′|‖「|ぢ病

♭tυ )1旨 ,Lり 1:111:に ,́いて 1｀11ヽ ″)取扱い七1‐ る |,ので ,0)る こ 11。 /tだ lン 、 後J｀
771::及 r)(1

1■ ,い (II、  1`41,t2:メ li l`|||; 1 11 に
‐
(″ )|1支 1及 い LIン 、 't`ノ )子をの 11マ 1及 いに ,́い 〔||1晰 1

ホ01修 の実施状7)と 、地llkl'1り11への影1骨等を‖riま えて定めるもので,l・2る こと。

(中 ‖各)
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3 臨床り1修病院の募11定員について

(1)晰1床りF修病1完 の募 ll定員については、前述第 2の 5(1)ス にかかわらず、前述第

2の 5(1)ス (ア )、 (イ )の 数iriと 平成 22年度から研 1年 を1月1始する予定であった研

1'内 定者の実績のいずれかを超えないこととすること。ただし、前i/1・ 11,2の 22に

より都道りfりitが 耐Flぢ |て の1期こ定jlを調Jた した場合には、都道府りltが |″‖1た した ,111定

ltと すること。

(中 ‖各)

4 ‖;道府りltの 1,1:定 11の上同くについて

li「 述夕千サ2の 5(1)ス (1)に ムLづいて算出した招;:瞳 |`∫ り:た のう

'11定

ttの 上限の 1ゞ:が 当liタ

協;;強府り|≒ 内の側1修 |り Fの 受入:た riよ りも10,イ)以 上少ない場合には、lili′ Lll,2の 5(1)
L4(1)(11かかわけド、 イ|:i11111県 (ノ )II fl:,Fltプ )上 litげり椰

11を
Ji ll夕 粁|:iil‖ Iり ltl′ 1″ )1111ぢ |つ 1″ぇたヌ、

′
り:ホriに 0.9を 11じ てillた 放

『
1(小数点以下の端放は切 り上ll)と すること。

-6-



(参考 1)平成 23年 1月 12日医道審議会医師分科会医師臨床研修部会意見とりまとめ

平成 24年度以降の臨床研修における対応について

1 募集定員に係る当面の取扱い (激変緩和措置)への対応につしヽて

(1)病院の募集定員について

○ 激変緩和措置については、 26年度の臨床研修まで継続することとし、

次国の制度の見直 しに併せて廃止す る。

*次 li]の 制度の見lriし は、平成27年度の縣1床研修に適用することを想定。

(参 そ :激変緩和措ぼ1)

騰1床イリ「修病院の募集定liは 22年度研修の内定者 (マ ッチ

“

・)の実績をllJJ案 して

設定する。 (23イ 113月 末までのllx扱 い)

(2)都道府県別の募集定員の上限について

○  「(1)病院 の募集定員」 と同様の取扱い とす る。

(参 考 :激変緩駒1措「ri)

掏
`道

府りltグ ル採柴定itの 上限σ)111は 、各都道府鳴tのイツ:修 |ケt受人実績から10%以上

削減しない。 (23年 3サ 1末までの取扱い)

2 激変緩和措置の廃止に向けた対応について

○ 募集定員に係る激変緩和措置を地域医療に混舌しを 1)た らすことなく円滑に

廃止できる(よ う、次国の制度の見直しに向けて、地域における臨床研修病院

群の形成を促進するととt)に、研修の実施状況、地域医療の状況等を踏まえ

た募集定員の設定方法について検討を行う。

(参 考) 「` 成 22イ F2月 |え道審議会医師分牟|・会医師研修剤S会意見取りまとめ (抜粋)

平成 23年度の臨床研修への対応につい

1 当1白 iσ)取扱い (激変緩和措置)への外l応 について

(3)リカ寸1塊υ)力I集定 )tについて

C)23イ li度 の研修に/つ いては激変緩和措‖11を継糸売し、そげ)後 υ)llk扱 いは、

研修の実施状況、地域 |ウモ療への影響等を評悧iし て定める。

○ ただし、激変緩和措 riについては、次田|の制度の見直 しまでに廃止する。

(4)欄∫道府県別の募集定夕tの _ll限 について

○  「(3)病院の募集定itについて」と|11様 の取扱いとする1,
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3年 1月 12旦医遭審議会医師分科会医師臨床研修部会資料 |

集 定 員 に 関 す る 試 算 に つ い て
(平成24年度から研修を開始する研修医を対象)    (

1.都道府県別の募集定員上限について (a)

(試算に当たっての考え方 )

(1)激変緩和措置を適用する場合 【試算 1-a】

○研修医受入実績、人 日、医学部定員、面積等について直近の数値
を反映。                        ヽ

【出典データ1

*人 口・・・・ 。平成21年度人口推計 (総務省統計局)

*医学部定員・・平成23年度医学部入学定員の増員計画 (文部科学省高等教育局)

*面積当たりの医師数
・医師数・・・・平成20年医師・歯科医師 。薬剤鯖i調査

(厚生労働省大臣官房統計情報部)

・面rlt・ ・・ `全国市町村要覧 平成22年版 (総務省自治行政局)

○都道府県別の募集定員の L限に関する激変緩和措置を適月」。

i121      を適用しない場合 【試算2-a】

○都道府県の募集定員上限に関する激変緩和措置を適用しない。
○その他は 【試算 1-a】 と同じ前提で試算。

2.臨床研修病院の募集定員について (b)

(試算に当たつての考え方)

(1)激変緩和措置を適用する場合 【試算 1-b】

○都道府県の募集定員上限、病院の募集定員の算定に激変緩和措置
を適用。

○平成22年度のマッチングの結果を平成23年度の採月1実績とみなす
とともに、防衛医科大学校、自治医科大学の学生の研修予定病院
を勘案。

○医師派遣等の加算については、平成23年度における臨床研修の募
集定員の算定時と同じ値を加算。

○各都道府県における募集定員は、平成23年度の臨床研修において
各病院が希望した募集定員を勘案。

※最終的な募集定員は試算した値に産科・小児科プログラム分の定
員を加えたものとなる。

(2)激変緩和措置を適用 しない場合 【試算 2-b】

○都道府県の募集定員上 lllt、 病院の募集定員の算定に激変緩和措置
を適用しない。

○その他は 【試算 1=b】 と同じ前提で試算。
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都道府県

H23
募集定員

①

H23
募集定員
の上限

②

H24
募集定員
の上限

(試算 1-a)

③

定員上限
の増減

O②

H24
募集定員
の上限

(試算2-a)

④

定員上限
の増減

O② ひ ④

北海道 434 402 393 △ 9 393 △ 9 0

青森県 133 129 12[ △ d 125 △ 4 0

岩手県 120 129 12[ △ 4 125 △ 4 0

宮城県 154 142 14C △ 2 140 △ 2 0

秋 田
ヨ

Ｒ
●
乙 125 125 C 125 ｎ

ｕ 0

山形 ! 124 13C 126 △ 4 126 △ 4 0

福 島 15C 148 145 △ 3 145 △ 3 0

茨 城 ! 188 ”
′ 174 △ 3 174 △ 3 0

栃木県 184 i9こ 190 △ も 190 △ 5 0

群 馬 県 125 12C 118 △ 2 △ 2 0

埼玉県 425 426 420 △ 6 42C △ 6 0
千 葉 県 390 366 361 △ 5 361 △ 5 0
東 京 都 1.572 1,252 1.237 △ 15 1237 △  15 0

ネ申棄 り: 689 534 ａ
ｕ

●
乙

５
△ 8 526 △ 8 C

新 潟 185 179 И
『

，
′ △ 5 174 △ 5 C

富 山 104 104 102 △ 2 102 △ 2 C

石 jl 167 195 19C △ 5 190 △ 5 C

福 井 100 108 10C △ 2 106 △ 2 C

1梨 県 89 △ 〔 115 △ 3 C

159 143 14C △ 〔 140 △ 3 C

145 13C
う
０ △ 3 13〔 △ 3 0

240 22〔 224 △ 4
И
『

０
こ

う
乙 △ 4 C

愛 知 584 44[ 444 △ 1 43C △ 6 △ 5
二 重 県 131 12〔

う
乙 △ 2 124 △ 2 0

滋 賀 県 107 9〔 97 △ 1 91 △ 1 0
京都府 293 237 222 △ 15 17[ ∠ゝ 59 △ 44
大 阪 府

０
０

０
υ 52ラ 521 △ 6 51〔 △ 9 △ 3

兵庫県 389 337 332 △ 5 332 △ 5 0

ミ良県 103 97 ｎ
υ △ 3 94 △ 3 0

和歌山県 101 9[ ｎ
υ △ 3 92 △ 3 0

鳥取県 73 97 ｎ
υ 1 9〔 1 0

島 根 99 129 ●
乙 △ 2 127 △ 2 0

岡山 ; 212 196 ′
”

ハ
υ △ 2 194 △ 2 0

広 島 189 17フ 174 △ 3
つ
′ △ 3 0

山 口 119 ｎ
υ

ハ
υ △ 1 109 △ 1 0

徳 島 96 （
υ 106 △ 1 10C △ 1 0

杏 ji ∩
〕 100 97 △ 〔 97 △ 3 0

愛媛〕 115 10C 塾ゝ 〔 109 △ 3 0

高 知 ; 96 107 107 0 107
´
υ 0

昌岡 516 394 36E △ 2〔 368 △ 26 0

生賀 〕 85 93 9C △ 〔 9C △ 3 0

長 崎 155 貫
Ｊ 15E △ 4 155 △ 4 0

1本 123 10C △

`

109 △ 2 0

人 分 109 107 104 △ 3 104 △ 3 0
宮 崎

つ
′ 105 10C △ , 103 △ 2

鹿児島県 167 169 165 △ 4 165 △ 4 0

沖縄県
企
υ 143 138 △ [ 138 △ 5

計 10,90C 9,867 9671 A 19( 9,619 △ 248 △ 52

都道府県別の募集定員上限の試算 (a)

産科コノト
児科プロ
グラムに
よる募集
定員の加
算 (試算)

⑥

16

4

4
4
4

4
4
4

8

4
´
し

０
４

う
乙

０
０

28
4
4

8
4

4

4

4
8

24
4

4
12

24
8

4

4

4
4

12

4
4
4
4

4
4
16

4
8

4

4
4

4

8

432

-9-



研修医の募集定員に関する都道府県男Jの上限についての試算 (内訳)

試
=2-●

都道府県
23年 度

昇集

定員

∩

22年 度
採用
実績

a

人 口分布 医師養成数

r)と ,6)の

うち多い
方

∩

1的 条件

『
道府県の

L限

むヨ〕Ⅲ94:‖

邸道府県
つ上限と

n年度募
中定員と
D差

la=12-(1

11の 採用

実績に対

する,1合
(■ 5)

nt,ョ

`/12

昴通mttα
上限=● (1`

メ10ヽを超
lる場合は
2)の 00ヽ )

lli,

畑
　
　
　
∩

熙用実ll
(7.506人 )

と人口書J

合で接分

伍 )

23年 度
医学部

定員(*1)

r6)

]‖ お英練
(7500人 )

を医学86

定員11合
で校分

rs、

1 00k lll当

たり医師

数

面積当た

りの医師

枚による

"算
(Ⅲ 2)

0、

離島人口

(点 3)

F口 ,

離島人口
による力0
鼻←4)

61ヽ

都道府県
の上限と

採用案級
との差

1と ,=任 クト
`り

北海道

人

３４４

人

６０２

千人

5507
人

324
人

４４
人

８７２

人

２４
メ

14C
人

６５

メ

12,94〔

メ
Z

ス

390
人

▲ 41

ス

130

人

９３３

爾棘県 133 65 1.37g 81 125 104 :04 26.0 21 12〔 A〔 6C 12〔

岩手県 12C 1340 125 104 104 12〔 125
目城県 賞

υ 113 2.386 13〔 120 ｎ
ｖ

●
０ 70.1 5,387 14〔 ▲ 14 27 14〔

秋田県 60 1096 125 104 104 198 21 12〔 ▲ 1 12〔

山形 県■ 124 77 1117C 69 12[ 104 104 26.8 21 276 1 12〔 49 12〔

旧島県 72 2,04C 120 92 120 28.3 14[ ▲ 5 И
”

県
０
０ 2:96C 174 113 Ａ

υ 174 78.8 17イ ▲ | 7G 174
栃木県 ハ

υ 2.006 118 228 190 66.3 6 83 19C
膵罵県 12 72 2,007 ●

乙 102 118 65.8 1 ▲ 1 40
埼玉県 425 204 7.130 420 205 420 2737 42( ▲ 5 216 42C
千葉県 ｎ

υ
●
●

０
フ

＾
υ

Ｏ
こ 61139 361 120 100 361 198.4 861 ▲ 2g ｎ

０ 301
東京都 1,572 11305 12,868 1.468 1,223 1,223 1,7406 28,207 123爾 ▲ 33〔 ▲ 68 5.2察 1.237

:り ll県 689 562 81943 52C 42' ｒ
ｕ

う
０ 520 695,1 52( ▲ 10( ▲ 30 6.4, 52(

新潟県 185 86 2.378 14C 12[ 104 140 35,6 14 66,389 2C 174 ▲ 11
０
０ 174

藁 uJ県 : 104 ■
９ 1100〔 64 92 9' 62.2 102 ▲ 2 41 101

石川県 ＾
υ 99 1,165 227 189 72.3 144 1 19C 23 19C

謳井県 10g ａ
υ 801 48 9 14, 106 3] 10〔

山梨県 ０
０ 44 867 120 ｎ

υ 104 41 26
長野県 159 2115g 127 90 12 32 14C ▲ 1〔 24 14C
岐阜県 14〔 107 2092 123 107 364 13C ▲ 9 2C 13C
腑 聞 県

‐
24〔 100 3.792 ０

こ
の
乙

●
‘ 10C 220 89.C 22〔 22Z ▲ 1( 64 224

愛知県 584 493 7418 437 422 352 437 2792 445C 43( ▲ 14〔 ▲ 54 1102 444
":菫 県 ‐ 131 82 1187C 125 104 62.C 51001 12ど ▲ 1 42 124
滋賀県 10ワ 67 1405 ０

０ 722 A lC 3C

雇都府 29超 246 12_621 154 214 ，
′ 178 163,1 17f ▲ 11 ▲ 27:0' 122涵

大阪府 687 578 8.801 518 527 439 518 1.193ζ 51〔 A 16〔 ▲ 6C 10.4% 521
軍堀[| 381 305 ０

０
Ｅ
υ

５ 329 220 Ｏ
Ｏ 32g 146.7 8.987 4 33Z ▲ 57 27 33″

奈良県 103 78 1.399 82 94 94 81 9Z ▲ 〔 94
Lu 101 68 11004 Ｅ

υ 100 ●
●

０
● 5713 C 9Z AC 24 9`

鳥取県 23 591 35 107 89 89 48.8 C
9〔 2[ 9〔

酷祖 県 F 90 21 718 42 ｎ
υ

ｎ
υ 2813 22,901 1 12, 28

ｎ
υ 12,

岡山県 212 138 1,942 114 230 192 74.8 3.434 19Z ▲ 18
ｒ
υ 19Z

広島栗‐ 189 14C Ｏ
υ

０
０

２ Ｏ
υ 97 16g 81.C 16,171 17“ ▲ 1[

り
０ 17

山 口県 1,455 86 594 5,021 10G ▲ lC 10〔

【鵬 暉 | 90 51 789 4C 114 95
Ｏ
υ 57.3 317 10〔 55 10〔

香川県 105 60 999 93 93 138.C 8.05C ▲ 〔
つ
０

52 11430 8[ ｎ
フ 93 62.0 171100 C 10C ▲ C 57 10C

高知県 96 41 766 45 115 96 30.7 307 1 101 1 66 10う

5116 401 51053 297 441 Ｏ
Ｖ

●
● 367 287.5 2.733 36〔 A14〔 ▲03 8121 36〔

佐賀県 85 49 852 106 88 88 88.3 2.266 9( 41 9C

長綺孵 | 11155
｀
7g 1,430 84 12 101 101 97:G 152,101 54 15t 7 15〔

熊本県 123 1.814 107 10フ 63.5 4228 10〔 A 14 10C
紛 燎 110g 57 11195 7〔 92 ６

● 46.g 5120ワ 1釧 ▲ [ 47 104
宮崎県 35 1.132 110 33.6 1,255 1 10〔 25 ｎ

υ

麗児 | 107
”
′ 1.70〔 101 97 101 44.2 171711 53 16モ tA, 91 16[

:中組 165 12, 138 81 136g 132.41( ´
” 13〔 ▲ 27 13〔

計 10900 7.50C 127510 7.506 9.008 7.506 9011 635 683.311 24C 9.61〔 ▲ 1281 21 9,671
注)端数処理の関係から、都道府県別の値と合計の値が一致しない場合がある,

*1●1の 摩学部定員の中には防衛医科大学校の医学科の募集人員(35人 ,も含まれている.

*2100平 方km当たりの医師数(o'が全国の中央値(635人 ,よ りも少ない場合は(7'の値に10%、 30人 未i苗の場合は2096加 算(端 数切り上げ)

*3離島人IIlと は、離島振興法・4ヽ笠原諸島振興開発1寺 別措置法・奄美群島振興Prn発特男1措 置法・沖縄振興1寺 男J措置法で指定された離島の人El

*40X離 島人口X5(調整係数)/都道府無全体の人口(端数切り上げ)

*5 ⅢOの lltの 減少数が前年度採
「

4実 lllの 100/●を超える場合は、経過描置として、当骸椰道府県FAlの 前年度研修医の採用実ll(21の 90%(端数切り上げ)
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(単位 :人

都道府県

22年度
採用実績

∩

23年度
募集定員

0)

昌式算 1-b
と

試算2-b
の差

〔ら)―la)

うち産科・

小児科研
修プログ
ラム分を

B,く

0)

激変緩和措置あり 激変緩和措置なし 前年度との差

都道府県
募集定員
上限

息式會筆1-a

試算1-b
※

14)

都道府県
募集定晨
上限

目式算2-a

試
=2-b※

15〕 4)―C) 15卜③

1 北海道 260 434 418 39C 407 39〔 407 △ 11 △ 11 0

青森 65 133 12C 2〔 126 2[ 126 △ 3 △ 3 0

3 岩 手 6G 12C 2ξ 2〔 C 0

4 富城 113 買
） 15C 4C 145 4C 14[ △ 5 △ 5

秋 田 6C 126 122 2[ 122 2[ 122 C 0

6 山形 124 12C 2C Ｏ
ι 2C つ

ι 0

7 福島 72 150 Л
” 4[ 146 4[ 14〔 0 0

8 茨城 98 ０
０

０
０

ワ
′ 180 74 18〔 △ 4 △ 4

9 栃 木 107 ０
０ 176 9( 17( 9C 0 0

群馬 125 121 1 12( 12C △ 1 △ 1

1 埼 玉 204 425 405 42( 40[ 42C 40〔 0 〔 0
2 千葉 269 390 ，

′
つ
０ 361 36〔 361 36〔 △ 5 △ 〔 0

3 東京 1.305 1.572 1.484 1,237 1.438 1.237 1.281 △ 46 △ 203 △ 157
4 神奈川 562 ０

０
会
υ 661 52( 620 526 56` △ 38 △ 91 △ 59

5 新潟
０
０

０
０ 181 7Z 178 17〔 △ 3 △ 〔 0

6 富 山 5( 104 ハ
υ 10乏 10C 102 10C C 0

7 石 川 9C
α
υ 159 19〔 159 ｎ

υ C

3 福井 6C 100 ｎ
υ 10( 96 106 9( C

9 山梨 44 89 ０
０ 1 85 1 8ξ 0 C C

長野 159 Ｅ
Ｊ 14C 153 И

■ 15〔 △ 2 △ 2 〔

岐阜 107 145 141 13C 14〔 13C 14C △ 1 △ 1 C

静岡 16C 240 232 224 227 224 227 △ 5 △ 5 C

愛知 493 584 560 444 う
ι

質
υ

う
０

′
”

′
” △ 32 △ 87 △ 5[

二 重 82 131 ０
４ 24 12〔 124 126 △ 1 △ 1 C

滋 賀
＾
υ 107 10〔 97 101 9う 101 △ 2 △ 2 C

京都 246 293 281 222 26〔 i78 191 △ 1 △ 90 △ 77

大 阪
７
′

罠
υ 687 660 521 64( 518 549 △ 23 △ 114 △ 91

兵 庫 305 ０
０

う
０ 381 332 36( 332 361 △ 15 △ 20 △ 5

察 良 78 103 99 ｎ
υ 91 94 95 △ 2 △ 2 C

和歌山 68 101 ｎ
υ 92 9う 9, 9う C C

鳥取 23 69 98 6C 98 6〔 C 0 C

島根 29 ０
フ 95 127 9[ ０

４ 9〔 0 0 C

岡 山 138 212 200 Ｏ
υ 201 194 201 1 1 C

広島 140 189 185 ，
′ 18〔 174 18〔 △ 2 △ 2 C

山 IIl 115 10〔 109 △ 2 △ 2 C

徳島 51 9C 92 10〔 92 106 9' C 0 C

香
'il

´
υ 105 101 97 9C

Ｏ
υ 9〔 △ , △ 2 C

愛媛 52 10〔 109 C 0 0
高知 41 9( 92 101 92 107 9乏 C 0 C

福岡 401 51〔 50G 36〔 454 368 38G △ 4C Δ △ 65
佐賀 49 8[ 81 9( 81 9C 81 C 0 0

長崎 79 15[ 147 15[ 14つ 155 141 C 0 C

熊本 91 120 119 10〔 109 △ △ 5 △ 2

大分
質
０ 10C 105 10Z 10〔 104 10〔 C 0 0

宮崎
う
０ 7ε 74 10〔 74 103 74 C 0 C

鹿児島 74
公
υ

０
０ 16〔 160 165 16〔 C 0 0

沖縄 122 16[ Ｆ
０ 13〔

員
υ 138 141 △ [ Zヽ  l Cl △ 5

副 7.506 10,90C 10,468 9,671 10,197 9,619 9681 △ 271 △ 787 △ 516
人
数

人

3都 府暉 3.585 4,341 4,149 3,31〔 3,951 31266 3,441

そ の lt 3,921 6,559 6,319 6,35〔 6,24C 6,353 6.231

割
合
①

3都 府県 478% 39.89 39.6ツ 34.3% 38,7' 34.0% 35.6,

そ の 健 522% 60.2% 60.4% 6577 61.37 66.0,( 644ツ

フ の い な い

臨床研修病院の募集定員の試算 (b)
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考

菫科・′
Jヽ 児

1フ
゜
ロク
・
ラム

む員分

4

4

2C
０
こ

88
28
4

4

8

d

4

4
4

8

24

4

4

12

24

4

12

4

4

4

4

4

16

4

8

4

4

4

432




